
                                  令和８年４月１日 

保護者のみなさまへ 

気象警報発令時のオンライン学習実施について 

 

                                 東京都立豊島高等学校長  

                                       江川 徹  

 

気象警報の発令により生徒の安全な登下校を確保することが困難な状況が生じた場合に、登校を要

することなく自宅にて一人１台端末を用いたオンライン学習ができるよう、以下のように取り決めま

すので、御連絡いたします。 

 

【基準】 豊島区・板橋区・練馬区のいずれか１つ以上を対象に、午後 3時 30分時点で、 

次のいずれかが発令中か否かを基準に判断する。 

大雨(特別)警報・洪水警報・大雪(特別)警報・暴風(特別)警報・暴風雪(特別)警報 

 

Ⅰ 登校時の対応 

① 警報が発令されていても、生徒の安全な登下校を確保できると学校側が判断した場合には、 

 午後 5時 30分授業開始（平常時程）とする。 

 （ただし、給食が実施されない場合は、1限：午後 5時 50分～午後 6時 35分、２限：午後 

6時 40分～午後 7時 25分の時程で授業を実施し、午後７時 25分で授業終了とする。） 

 

② 警報が発令されており、生徒の安全な登下校を確保することが困難な状況が生じていると 

学校側が判断した場合には、自宅でのオンライン学習とする。その際、給食は実施されない。 

 （その際、１限と４限はＬＨＲを、２限と３限は教科[科目]の学習を割り当てる。） 

  発令時は、ただちに命を守る行動をとること。 

 

③ ①の場合も②の場合も、学校から Teams およびホームページ上で一斉に連絡する。 

 

 

Ⅱ 給食実施可否の判断 

 午前 11時 15分に上記警報が発令されていた場合等は、給食の実施の可否について 

   調理校(大山高校)の校長が判断を行い、本校は午後 1時 30分にその結果の通知を受ける。 

 

Ⅲ 登校時以降に警報が発令された場合の対応 

登校後に上記基準の警報が発令され、その後の天候の悪化が見込まれる場合は、警報発令１時間

後を目途に最終下校として、生徒を下校させる。なお、この原則に当てはめるよりも、警報解除後

に下校させた方が安全であると判断した場合には、この限りではない。 

 

気象情報・警報・注意報等の入手方法 

 

１ 各ＴＶ局のニュース ２ ＮＨＫラジオ第一 ３ 気象庁ＷＥＢページ（東京の警報・注意報）  

４ (財)日本気象協会（東京の警報・注意報）   ５ Google・Yahoo 等の天気関連ページ 

 

お願い） ・警報が出ている場合や、強風による自転車登校時の事故、歩行時の飛来物による事故等 

の恐れがある場合は、無理に登校せず自宅待機としてください。 

・自宅待機する場合、学校に連絡願います。 

・事情を確認の上、当日の遅刻、欠席等については配慮します。 


